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平成 30 年 3 月

令和 7 年 3 月

令和 7 年度 令和 16 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

*1

② 使　用　料

2,480 円 2,830 円

2,480 円 2,822 円

2,480 円 2,714 円

策 定 日 ：

改 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

別添２－１

南部町農業集落排水事業経営戦略

団 体 名 ： 南部町

事 業 名 ： 南部町農業集落排水事業

処 理 場 数 　5箇所（苫米地、片岸、福田、下名久井、上名久井地区農業集落排水処理場）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　「南部町汚水処理施設整備構想」では、令和12年度末までに、福田処理区へコミュニティ・プ
ラントである東あかね処理区を統合、苫米地処理区に片岸処理区を統合する計画である。
　また、令和元年度より、県主導による青森県汚水処理施設広域化・共同化計画策定の検討会
を実施し、令和3年度に同計画が策定された。

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 区 数 　5処理区（苫米地、片岸、福田、下名久井、上名久井）

「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※過去３年度分を記載

令和3年度 実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※過去３年度分を記載

令和3年度

令和4年度 令和4年度

令和5年度 令和5年度

一般家庭用使用料体系
の

概 要 ・ 考 え 方

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　上記に同じ

その他の使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　一般汚水と公衆浴場汚水を区別している。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

苫米地処理区：平成10年度(26年)
片岸処理区：平成13年度(23年)
福田処理区：平成20年度(16年)
下名久井処理区：平成12年度(24年)
上名久井処理区：平成19年度(17年)

　10.90人/ha
（令和5年度末時点）

　一部適用
(令和6年4月1日法適用)

　無し

法適（全部適用・一部適用）
非適の区分

流域下水道等への
接続の有無



③ 組　織

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

職 員 数 　１名（損益勘定所属職員１名、資本勘定所属職員０名）

事 業 運 営 組 織 　建設課（下水道班）

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

・管きょ施設：点検調査・修繕・清掃業務を仕様発注にて委託
・処理場、マンホールポンプ場：修繕・運転管理業務を仕様
発注にて委託

 イ　指定管理者制度 ・未検討

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

　収益的収支比率は、人口減少による料金収入の低迷と排水処理施設管理費用の増加により、料金収入のみでは賄い切
れず、他会計繰入金に依存しており、経費回収率も悪化している。
　経営を安定させるためには、下水道加入促進や使用料金改定（増額等）の検討、適正な維持管理運営による汚水処理
原価の抑制、施設利用率の向上を目標に長期的に収支の均衡を図っていくことが求められる。
　また、経費回収率の減少及び汚水処理原単価の増加については、R4年度に処理場・ポンプ場において通報装置更新を
実施しており、維持管理費が増加したことによるものである。

※令和5年度に策定・公表した令和4年度決算「経営比較分析表」を添付している。
※経営比較分析表は経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経営比較や他類似団体との比較、複数指標
を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び課題を簡潔に整理している。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ ・未検討

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電
等）　*4

・未検討

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用
等）　*5

・未検討



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

処理区域内人口の予測

　本町の農業集落排水整備はほぼ概成している。令和13年度から福田処理
区へコミュニティ・プラントである東あかね処理区の統合を予定している。
　令和5年度末において処理区域内人口は5,636人となっており、「南部町汚
水処理施設構想」では国立社会保障・人口問題研究所の推計値を採用し、
令和8年度末に処理区域内人口は5,373人に減少すると予測されている。令
和13年度には処理場の統合により処理区域内人口が増加しており、令和16
年度末には5,060人と予測される。

有収水量の予測

組織の見通し

　令和6年度は損益勘定所属職員1名の職員で運営している。処理場統合事業に伴い、令和10年度から資本勘定所属1人
の計1名の職員体制を見込んでいる。

○美しく潤いのある自然との共生
　衛生的で快適な生活環境の創出と豊かな自然環境の保全に向け、普及啓蒙活動等による下水道未接続者への周知に
努める。
○安全で安心な暮らしの実現
　ストックマネジメント計画により、計画的に施設の機能強化や耐震化を図り適正な維持や更新をし、災害に負けない管理
を行う。
○安定した経営基盤の確立
　将来の少子高齢化や人口減少の状況に的確に対応し、永続的な運営を進めるため大切な財源である使用料について
適正な見直しを進めていき、適切な維持管理と統合による経費節減により、安定した事業経営の実現を目指す。
〇広域的な汚水処理計画の策定と実施
　公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水の施設においては総合的に判断し、統廃合、共同化することに
より、効率的で経済的な事業運営に努める。

　令和5年度において農業集落排水水洗化率は66.7%、有収水量は307,384
㎥/年となっている。水洗化率は令和2年度から令和4年度の平均上昇率で、
80%となるまで上昇すると想定し有収水量を推計した。令和8年度においては
農業集落排水水洗化率67.3%、有収水量304,876㎥/年となり、令和16年度末
には、農業集落排水水洗化率68.9%、有収水量304,202㎥/年と予測される。

使用料収入の見通し

　使用料収入は、有収水量に現使用料単価を乗じることで推計した。令和5
年度において使用料収入は41,720千円/年となっており、過去の実績や将来
の加入予測、人口等から推計すると、令和8年度においては使用料収入
42,714千円/年となり、令和16年度末には使用料収入42,619千円/年と予測
される。

施設の見通し

　管きょ施設は、平成6年度から整備を開始し、平成20年度に5処理区の農業集落排水事業を完了している。標準耐用年
数には達している管きょはないが、マンホールポンプについては、排水ポンプ等の一部が令和8年度より標準耐用年数に
達し始め年々増えていく見通しである。今後は、機能診断・最適整備構想に基づき、優先度の高い路線から点検調査を進
め、改築更新等を実施する。
　処理場施設は、平成10年度から順次供用開始した機械・電気設備等の一部が令和8年度より標準耐用年数に達し年々
増えていく見通しである。今後は、機能診断・最適整備構想に基づき、標準耐用年数の短い機械・電気設備を中心に点検
調査を進め、改築更新等を実施する。
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４．投資・財政計画（収支計画）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

目　　標 　計画的な改築事業及び処理場統合の実施による事業費の平準化

○改築事業

　固定資産台帳情報を基に、耐用年数が経過した管渠・MP、処理施設について、取得価格にデフレータ※1を考慮した費
用を計上している。
○処理場統合
　令和12年度末まで、福田処理区にコミュニティ・プラントである東あかね処理区を統合、苫米地処理区に片岸処理区を統
合することとしており、令和8年度から令和12年度までの5箇年度で総額550,000千円を計上している。

※1：建設工事に係る「工事費額」を基準年度（本検討においては令和5年度）の「実質額」に変換する指標である。

目　　標

・収益的収支の財源について、主なものは料金収入で、維持管理費や償還金に充てており、不
足分は一般会計から繰入金を充てている。現状の経費回収率は、26％程度と類似団体平均及
び農業集落排水事業の全国平均値と比較して低い水準であるため、下水道の利用を促進し水
洗化率が向上（水洗化率目標：令和16年度：69.6％、令和36年度：74.8％）することで料金収入
増加が見込まれる。その他定期的な料金改定により公共下水道と同程度まで使用料水準を向
上させることで、料金改定をしない場合と比べて令和16年度時点の経費回収率を39.8%→
45.1％、令和36年度時点で23.8％→31.6％にすることを目指す。
・経常収支比率の目標は、現状98.32%であることから、令和16年度以降100％以上を目指す。

○処理場統合に伴う建設費の財源
　財源となる国庫補助金（処理場統廃合、改築事業）や企業債（処理場統廃合、改築事業）は、現在の国の制度により算定
される額を計上する。
○使用料体系
　本経営戦略における下水道使用料料金体系は、現行の料金制度から令和9年度に30%、令和14年度に60%の料金改定
を実施する。
○一般会計繰入金
　使用料収入では賄えない維持管理費や企業債元利償還費の財源不足分として、一般会計から繰り入れ充当する。国の
繰出基準額で認められている分を基準内繰出、それでも不足する分を基準外繰出として計上する。
〇補填財源
　損益勘定留保資金は変動に波があるものの、概ね増加傾向で推移している。また、補填財源のその他は消費税還付額
である。

○維持管理費
　処理場、マンホールポンプ、管きょの維持管理における動力費、修繕費、材料費を計上しており、過年度の実績から
1.5％/年の物価上昇を見込んでいる。その他経費としては、薬品費、委託料、総係費等を計上しており、令和9年度まで総
係費に職員給与費を見込む。また、令和13年度から統合する東あかね処理区の費用増加分と片岸処理区の統合による維
持管理費の削減分を加味し、+230千円/年を見込んでいる。
○職員給与費
　令和9年度までは、損益勘定所属1人を見込んでおり、処理場統合事業に伴い令和10年度から資本勘定所属1人の職員
体制を見込んでいる。
〇減価償却・長期前受金戻入
　地方公営企業法の適用に伴い、取得済及び取得予定資産について減価償却・長期前受金戻入を計上している。



①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

広域化・共同化・最適化に関する事項

広域化・共同化・最適化に関して、下記事項について今後検討・実施する。
→令和12年度を目途に、コミュニティプラントの東あかね処理区を福田処理
区へ、片岸処理区を苫米地処理区へ、令和23年度以降に、上名久井処理区
を下名久井処理区へ統合予定である。
→八戸市及び階上町と施設維持管理の委託を共同で発注する計画であり、
令和4年度から検討に着手しており、令和8年度を目途に共同で発注予定で
ある。

投資の平準化に関する事項

投資の平準化に関して、下記事項について今後検討・実施する。
→計画的な維持管理及び効率的な改築更新を実施するため、ストックマネジ
メント計画（点検調査計画及び修繕改築計画）を令和7年度に策定し、将来の
投資計画へ反映する。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管

理者制度、PPP/PFIなど）

本町の農業集落排水事業の規模や今後の事業量等を考慮すると、当町単独
での民間活力の活用については困難であると考えられることから、広域化・共
同化とあわせて検討する。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

本町の下水道事業の規模や今後の事業量等を考慮すると、町単独での民間
活力の活用については困難であると考えられることから、広域化・共同化に基
づき維持管理と改築更新の一体的なPPP導入等を検討し事業の最適化を図
る。

その他の取組
上記以外の今後の投資に関する取組について、国の動向や他市町村の状
況を注視し、必要に応じて検討する。

使用料の見直しに関する事項

使用料の見直しに関して、下記事項について今後検討・実施する。
→人口減少等により使用料収入は減少傾向になることが予測されるため、料
金体系を見直し一般会計繰入金の抑制を図る。（料金体系等の見直し検討
は5年おきに実施予定）
→令和16年度に経費回収率40%を達成するため、令和9年度から5年おきに
使用料見直しを実施する。

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

計画を策定したことをもって終わりとはせずに、毎年度進捗管理（モニタリング）を行う。
また、PDCAサイクルを回し、3～5年毎に見直し（ローリング）を行い、計画と大きな乖離
が生じる場合には、その原因を分析し適宜更新を行う。

修繕費に関する事項
ストックマネジメント計画に基づき、修繕・更新を実施すべく財源の確保に努
める。

委託費に関する事項
複数年契約により経費削減に取り組んでいるが、他市町村との共同発注・一
括発注・包括的民間委託等による経費削減も検討する。

その他の取組
上記以外の今後の経費削減等に関する取組について、国の動向や他市町
村の状況を注視し必要に応じて検討を進める。

職員給与費に関する事項 一般会計における給与制度に準じて設定している。

動力費に関する事項
電気契約内容の見直しを継続して行う。また、更新に合わせた省エネ機器へ
の入れ替えや照明のLED化を行う。

薬品費に関する事項
一括発注による経費削減を継続して行う。また、包括的民間委託等による経
費削減が可能か検討する。

資産活用による収入増加
の取組について

現時点では採算性が低いため予定していないが、同規模自治体での実施事
例等を踏まえ、採算性のある資源活用方法を継続的に調査する。

その他の取組
水洗化率向上のため、整備完了時の住民への通知や広報活動を継続して実
施する。



農業集落排水（現況） （単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

区　　　　　　分 決 算 決 算 本年度 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値

１． (A) 40,431      38,044      39,302      40,009      39,493      38,976      38,460      37,943      37,427      40,913      40,396      39,880      39,363      

(1) 40,345       37,928       39,283       39,895       39,379       38,862       38,346       37,829       37,313       40,799       40,282       39,766       39,249       

(2) (B) -            -            18           20           20           20           20           20           20           20           20           20           20           

(3) 86           116          1            94           94           94           94           94           94           94           94           94           94           

２． 228,932     187,273     235,197     212,691     191,620     209,469     215,145     219,984     223,177     233,428     231,883     235,212     228,554     

(1) 228,932     187,273     119,659     85,251      80,382      84,538      86,266      87,913      89,298      97,741      96,196      99,525      92,867      

228,932      187,273      119,659      85,251       80,382       84,538       86,266       87,913       89,298       97,741       96,196       99,525       92,867       

(2) -            -            115,534      127,439      111,238      124,931      128,879      132,071      133,879      135,687      135,687      135,687      135,687      

(3) -           -           4           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

(C) 269,363     225,317     274,499     252,700     231,113     248,445     253,605     257,927     260,604     274,341     272,279     275,092     267,917     

１． 125,775     54,432      218,630     235,658     215,387     232,244     231,721     236,472     239,637     243,046     244,153     245,276     246,416     

(1) -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(2) 125,775     54,432      94,298      94,766      95,779      96,807      91,721      92,781      93,856      95,175      96,282      97,405      98,545      

14,825       13,703       12,014       12,194       12,377       12,563       12,751       12,942       13,137       13,334       13,534       13,737       13,943       

76,833       11,380       24,657       25,027       25,403       25,784       26,170       26,563       26,961       27,366       27,776       28,193       28,616       

25           30           23           23           24           24           24           25           25           25           26           26           27           

34,092       29,319       57,604       57,522       57,975       58,436       52,776       53,251       53,733       54,450       54,946       55,449       55,959       

(3) -            -            124,332      140,892      119,608      135,437      140,000      143,691      145,781      147,871      147,871      147,871      147,871      

２． 22,387      20,129      20,639      17,041      15,727      16,201      15,757      15,328      14,840      14,429      12,884      11,213      9,555       

(1) 22,387       20,129       17,821       17,041       15,727       16,201       15,757       15,328       14,840       14,429       12,884       11,213       9,555        

(2) -            -            2,818        -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(D) 148,162     74,561      239,269     252,699     231,114     248,445     247,478     251,800     254,477     257,475     257,037     256,489     255,971     

(E) 121,201     150,756     35,230      0           -1          0           6,127       6,127       6,127       16,865      15,241      18,602      11,945      

(F) 60           8,431        1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(G) -            -            436          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(H) 60          8,431       -435        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

121,261     159,187     34,794      0           -1          0           6,127       6,127       6,127       16,865      15,241      18,602      11,945      

(I) -            -            34,794       34,795       34,794       34,794       40,921       47,048       53,175       70,040       85,281       103,884      115,829      

(J) -            167,677      97,429       33,856       7,862        -6,228       -19,763      -35,581      -48,734      -48,251      -49,399      -48,960      -55,778      

-            1,563        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        

(K) -            138,643      131,997      134,432      121,795      110,302      100,967      92,344       92,278       98,185       100,189      92,844       72,637       

-            121,859      115,212      117,647      105,010      93,517       84,182       75,559       75,493       81,400       83,405       76,059       55,852       

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       

( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 40,431      38,044      39,284      39,989      39,473      38,956      38,440      37,923      37,407      40,893      40,376      39,860      39,343      

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(N)

(O)

(P)

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定し
た

資 金 不 足 比 率
(（N）/（P）×100)

営業収益－受託工事収益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

- - - - -

地方財政法施行令第 15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

- - - - - -

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） - -

う ち 一 時 借 入 金

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 金

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

(C)-(D)

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金 等

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

経 常 損 益



農業集落排水（現況） （単位：千円）

年　　　　　度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

区　　　　　分 決 算 決 算 本年度 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値

１． 2,900        2,200        1,000        -            199,626      81,028       71,850       55,000       55,000       -            -            -            -            

２． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

３． -            -            40,838       80,649       82,353       73,507       65,462       58,927       52,892       52,845       56,980       58,383       53,242       

４． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

５． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

６． -            -            -            -            199,626      81,029       71,850       55,000       55,000       -            -            -            -            

７． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

８． 2,160        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        

９． -            -            － -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(A) 5,060        4,000        43,638       82,449       483,405      237,364      210,962      170,727      164,692      54,645       58,780       60,183       55,042       

(B) -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(C) 5,060        4,000        43,638       82,449       483,405      237,364      210,962      170,727      164,692      54,645       58,780       60,183       55,042       

１． -            -            -            -            399,251      162,057      149,827      116,127      116,127      6,127        6,127        6,127        6,127        

-            -            -            -            -            -            6,127        6,127        6,127        6,127        6,127        6,127        6,127        

- -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

２． 113,478      116,277      119,064      115,212      117,647      105,010      93,517       84,182       75,559       75,493       81,400       83,405       76,059       

３． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

４． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

５． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(D) 113,478      116,277      119,064      115,212      516,898      267,067      243,344      200,309      191,686      81,620       87,527       89,532       82,186       

(E) 108,418      112,277      75,426       32,763       33,493       29,703       32,382       29,582       26,994       26,975       28,747       29,349       27,144       

１． 99,540       145,503      43,592       13,453       8,369        10,506       17,248       17,747       18,029       26,975       27,426       29,349       24,130       

２． -            -            31,834       19,310       14,627       18,677       14,717       11,835       8,937        -            1,321        -            3,015        

３． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

４． -            -            -            -            10,497       520          417          -            28           -            -            -            -            

(F) 99,540       145,503      75,426       32,763       33,493       29,703       32,382       29,582       26,994       26,975       28,747       29,349       27,144       

8,878        -33,226      -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(G) -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(H) 1,090,401    976,324      858,260      743,048      825,026      801,045      779,378      750,196      729,636      654,144      572,744      489,339      413,280      

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和4年度 令和5年度

区　　　　　分 決 算 決 算

251,825      206,000      119,659      85,251       80,382       84,538       86,266       87,913       89,298       97,741       96,196       99,525       92,867       

135,944      136,619      83,647       30,494       24,096       26,707       33,005       33,075       32,869       32,741       31,196       29,525       27,867       

115,881      69,381       36,012       54,757       56,286       57,831       53,261       54,838       56,429       65,000       65,000       70,000       65,000       

-            -            40,838       80,649       82,353       73,507       65,462       58,927       52,892       52,845       56,980       58,383       53,242       

-            -            40,838       80,649       82,353       73,507       65,462       58,927       52,892       52,845       56,980       58,383       53,242       

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

251,825      206,000      160,497      165,900      162,735      158,045      151,728      146,840      142,190      150,586      153,176      157,908      146,109      

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和14年度 令和15年度 令和16年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度令和7年度

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

令和6年度

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

う ち 流 域 負 担 金

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越
される支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)



農業集落排水（料金改定+水洗化率向上） （単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

区　　　　　　分 決 算 決 算 本年度 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値

１． (A) 40,431      38,044      39,302      40,009      39,622      41,445      40,897      40,487      39,939      43,634      45,519      45,086      44,507      

(1) 40,345       37,928       39,283       39,895       39,508       41,331       40,783       40,373       39,825       43,520       45,405       44,972       44,393       

(2) (B) -            -            18           20           20           20           20           20           20           20           20           20           20           

(3) 86           116          1            94           94           94           94           94           94           94           94           94           94           

２． 228,932     187,273     235,197     212,691     191,491     207,000     212,708     217,440     220,665     233,428     231,883     235,212     228,554     

(1) 228,932     187,273     119,659     85,251      80,253      82,069      83,829      85,369      86,786      97,741      96,196      99,525      92,867      

228,932      187,273      119,659      85,251       80,253       82,069       83,829       85,369       86,786       97,741       96,196       99,525       92,867       

(2) -            -            115,534      127,439      111,238      124,931      128,879      132,071      133,879      135,687      135,687      135,687      135,687      

(3) -           -           4           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

(C) 269,363     225,317     274,499     252,700     231,113     248,445     253,605     257,927     260,604     277,062     277,402     280,298     273,061     

１． 125,775     54,432      218,630     235,658     215,387     232,244     231,721     236,472     239,637     243,046     244,153     245,276     246,416     

(1) -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(2) 125,775     54,432      94,298      94,766      95,779      96,807      91,721      92,781      93,856      95,175      96,282      97,405      98,545      

14,825       13,703       12,014       12,194       12,377       12,563       12,751       12,942       13,137       13,334       13,534       13,737       13,943       

76,833       11,380       24,657       25,027       25,403       25,784       26,170       26,563       26,961       27,366       27,776       28,193       28,616       

25           30           23           23           24           24           24           25           25           25           26           26           27           

34,092       29,319       57,604       57,522       57,975       58,436       52,776       53,251       53,733       54,450       54,946       55,449       55,959       

(3) -            -            124,332      140,892      119,608      135,437      140,000      143,691      145,781      147,871      147,871      147,871      147,871      

２． 22,387      20,129      20,639      17,041      15,727      16,201      15,757      15,328      14,840      14,429      12,884      11,213      9,555       

(1) 22,387       20,129       17,821       17,041       15,727       16,201       15,757       15,328       14,840       14,429       12,884       11,213       9,555        

(2) -            -            2,818        -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(D) 148,162     74,561      239,269     252,699     231,114     248,445     247,478     251,800     254,477     257,475     257,037     256,489     255,971     

(E) 121,201     150,756     35,230      0           -1          0           6,127       6,127       6,127       19,586      20,364      23,808      17,089      

(F) 60           8,431        1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(G) -            -            436          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(H) 60          8,431       -435        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

121,261     159,187     34,794      0           -1          0           6,127       6,127       6,127       19,586      20,364      23,808      17,089      

(I) -            -            34,794       34,795       34,794       34,794       40,921       47,048       53,175       72,761       93,125       116,934      134,023      

(J) -            167,677      97,429       33,856       7,862        -6,228       -19,763      -35,581      -48,734      -45,530      -41,555      -35,910      -37,584      

-            1,563        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        1,600        

(K) -            138,643      131,997      134,432      121,795      110,302      100,967      92,344       92,278       98,185       100,189      92,844       72,637       

-            121,859      115,212      117,647      105,010      93,517       84,182       75,559       75,493       81,400       83,405       76,059       55,852       

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       15,284       

( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 40,431      38,044      39,284      39,989      39,602      41,425      40,877      40,467      39,919      43,614      45,499      45,066      44,487      

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(N)

(O)

(P)

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
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益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金 等

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

経 常 損 益 (C)-(D)

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 金

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

う ち 一 時 借 入 金

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分

- -

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） - -

地方財政法施行令第 15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

- - - - - - - - -

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定し
た

資 金 不 足 比 率
(（N）/（P）×100)

営業収益－受託工事収益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額



農業集落排水（料金改定+水洗化率向上） （単位：千円）

年　　　　　度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

区　　　　　分 決 算 決 算 本年度 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値

１． 2,900        2,200        1,000        -            199,626      81,028       71,850       55,000       55,000       -            -            -            -            

２． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

３． -            -            40,838       80,649       82,353       73,507       65,462       58,927       52,892       52,845       56,980       58,383       53,242       

４． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

５． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

６． -            -            -            -            199,626      81,029       71,850       55,000       55,000       -            -            -            -            

７． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

８． 2,160        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        1,800        

９． -            -            － -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(A) 5,060        4,000        43,638       82,449       483,405      237,364      210,962      170,727      164,692      54,645       58,780       60,183       55,042       

(B) -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(C) 5,060        4,000        43,638       82,449       483,405      237,364      210,962      170,727      164,692      54,645       58,780       60,183       55,042       

１． -            -            -            -            399,251      162,057      149,827      116,127      116,127      6,127        6,127        6,127        6,127        

-            -            -            -            -            -            6,127        6,127        6,127        6,127        6,127        6,127        6,127        

- -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

２． 113,478      116,277      119,064      115,212      117,647      105,010      93,517       84,182       75,559       75,493       81,400       83,405       76,059       

３． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

４． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

５． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(D) 113,478      116,277      119,064      115,212      516,898      267,067      243,344      200,309      191,686      81,620       87,527       89,532       82,186       

(E) 108,418      112,277      75,426       32,763       33,493       29,703       32,382       29,582       26,994       26,975       28,747       29,349       27,144       

１． 99,540       145,503      43,592       13,453       8,369        10,506       17,248       17,747       18,029       26,975       28,747       29,349       27,144       

２． -            -            31,834       19,310       14,627       18,677       14,717       11,835       8,937        -            -            -            -            

３． -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

４． -            -            -            -            10,497       520          417          -            28           -            -            -            -            

(F) 99,540       145,503      75,426       32,763       33,493       29,703       32,382       29,582       26,994       26,975       28,747       29,349       27,144       

8,878        -33,226      -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(G) -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

(H) 1,090,401    976,324      858,260      743,048      825,026      801,045      779,378      750,196      729,636      654,144      572,744      489,339      413,280      

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和4年度 令和5年度

区　　　　　分 決 算 決 算

251,825      206,000      119,659      85,251       80,253       82,069       83,829       85,369       86,786       97,741       96,196       99,525       92,867       

135,944      136,619      83,647       30,494       24,096       26,707       33,005       33,075       32,869       32,741       31,196       29,525       27,867       

115,881      69,381       36,012       54,757       56,157       55,362       50,824       52,294       53,917       65,000       65,000       70,000       65,000       

-            -            40,838       80,649       82,353       73,507       65,462       58,927       52,892       52,845       56,980       58,383       53,242       

-            -            40,838       80,649       82,353       73,507       65,462       58,927       52,892       52,845       56,980       58,383       53,242       

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

251,825      206,000      160,497      165,900      162,606      155,576      149,291      144,296      139,678      150,586      153,176      157,908      146,109      
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他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越
される支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

う ち 流 域 負 担 金

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

令和6年度 令和15年度 令和16年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度令和7年度

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和14年度



経営比較分析表（令和4年度決算）
青森県　南部町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

153.12 110.80 ■ 当該団体値（当該値）法非適用 下水道事業 農業集落排水 F2 非設置

普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

16,965

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　収益的収支比率は、人口減少による料金収入
の低迷と排水処理施設管理費用の増加により、
料金収入のみでは賄い切れず、他会計繰入金に
依存している状況である。
これにより、経費回収率も悪化している。
　経営を安定させるためには、下水道加入促進
や使用料金改定（増額等）の検討、適正な維持
管理運営による汚水処理原価の逓減、施設利用
率の向上を目標に長期的に収支の均衡を図って
いくことが求められる。
　また、経費回収率の減少及び汚水処理原単価
の増加については、R4年度に処理場・ポンプ場
において通報装置更新を実施しており、維持管
理費が増加したことによるものである。

資金不足比率(％)

- 該当数値なし 33.31 94.42 2,480

自己資本構成比率(％)

5,600 5.17 1,083.17 【】 令和4年度全国平均

　管渠改善率については、現在低い水準であ
る。
　耐用年数を超える管渠は、数十年後先であ
り、定期点検等により更新が必要な管渠は特に
見当たらない。
　しかし、処理場機械電気設備及びマンホール
ポンプについては、水処理の過程において一部
不具合が生じたことから、更新をしている。
　今後は、耐用年数を超え老朽化していく施設
がさらに増加すると想定されるため、機能診断
及び最適整備構想による効率的な調査点検、適
正な維持管理運営が必要である。

2. 老朽化の状況

全体総括

　施設利用率、水洗化率の平均値を下回ってい
るのは、人口減少と加入者の低迷が主な要因と
考える。
　また、排水処理施設の経年の稼働により修繕
費が増加傾向にあり、他会計繰入金に依存して
いる状況である。
　今後は、下水道への加入促進による接続率の
向上、下水道使用料の見直し、機能診断及び最
適整備構想による効率的な調査点検、適正な維
持管理運営により、平均値に近づけていけるよ
う努めることが必要である。

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【809.19】

【87.30】【52.55】【273.68】【57.02】

【0.02】

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし


